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前期人権同和教育旬間 ５月７日～５月２８日  

5/7 校長講話より 
学習のスタートにあたって、私から大きく２つの話をします。

少しの時間、聞いてください。 

一つ目は「五中人権宣言」についてです。 

皆さんの手元に、五中人権宣言が配られていると思います。 

五中には、いじめ・差別撲滅のために、皆さんの先輩が作った

「五中人権宣言」というすばらしい宣言があります。今から２５

年前、一人の生徒がいじめに遭い、けがをするという大変な事件

が起きました。その事件をきっかけに、当時の生徒会役員が立ち

上がり、「五中生一人一人の安心と幸せを求め、誰もが仲間である

学校を」という願いのもと、この「五中人権宣言」が制定されま

した。 

前文に、「私たちは、生徒全員が安心して生活できる五中をつく

りあげていくことをめざし」とあるように、人権が守られると

は、「一人一人が安心して生活できる」ということが大切です。 

以下七箇条にわたり、安心して生活できる五中をつくる、具体

的な行動について書かれています。 

私たちはいつもこの五中人権宣言を見つめ直し、いじめや差別

がないよう、日々の自分たちを見つめ返さなければいけません。 

 

今から７つの質問をします。心の中でいいので「はい」か「い

いえ」で答えてください。 

１ 困っている友達に、なかなか声をかけてあげられない 

２ 仲間外しをしてしまうことがある 

３ 人の悪口を陰で言ったり、まわりに言いふらしたりしてしまうことが

ある 

４ 相手の弱点を、ちくちく言葉で言って、言葉で相手を傷つけてしまう 

５ 友達などの噂話を、おもしろがったり、SNS で広めてしまったりして

しまう 

６ 周りの大人や友達が言っているからと、偏見をもって友達に接する 

７ 友達をからかったり、相手の気持ちを考えずにいじったりしてしまう 
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五中だより 
 

第２号 
令和７年５月２０日 

文責：教頭 今井 拓也 
 

学校教育目/標人間性豊かで、主体的に問題を解決する生徒 

基本目標／①心の豊かな生徒 ②自ら考え、実践する生徒  

③健康で、たくましい生徒 

生活の３重点/「あいさつ」「無言清掃」「時間を守る」 

http://www.school.umic.jp/ueda5/


「はい」の数はいくつでしたか。これらはすべて「いじめ・差

罰」にあたるものです。 

私たちが生きている現代社会、そして身近なところにもさまざ

まな差別が目に見える形で存在します。そして、目には見えない

けれど、私たちの心の中にある差別、もちろん、校長の私にも、

無意識のうちに差別をしてしまう弱い心があります。 

これからの学習を通して、人権の大切さや差別の解消について

正しく理解すると共に、日頃の自分を振り返りながら、一人の人

間として、心の中にある差別と向き合い、それに負けない自分を

つくってほしいと思います。 

もう一つのお話は「心のバリアフリー」についてです。 

「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つ

すべての人々が、お互いの理解を深めるためにコミュニケーショ

ンをとり、支え合うことです。 

もう１学期が始まって１カ月過ぎていますので、わかっている

と思いますが、１年生に、歩くことが困難な友達がいます。R さ

んです。R さんは生まれた時に歩くための力に傷がついてしま

い、歩行の際に補助する道具を使っています。でも、ほかの１年

生の皆さんと同じく、中学校での新しい生活に慣れようと、日々

頑張っています。同じクラスの皆さんは、座席の位置を移動がし

やすい場所にしたり、係や当番の活動を工夫したり、できること

で支えています。そんな仲間が五中にいる、ということを理解し

て皆さんもこれからの生活をしてください。 

互いの存在を理解することで言えば、R さんに限りません。私

たち一人一人は、好きなものやことが違えば、得意なことや苦手

なことも違います。みんなと一緒に始めても人より少し時間がか

かってしまう人もいます。友達と大声でワイワイやることが好き

な人もいれば、静かな場所や時間が好きな人もいます。人前で話

すことが得意な人がいれば、たくさんの人の前だと緊張してなか

なか言葉が出てこない人もいます。顔が一人一人違うのと同じだ

け、性格や特徴も違います。ですから、自分とは違うことを理由

に差別したり、自分の中の当たり前だけで判断してはいけませ

ん。 

全校生徒、先生方を合わせると５００人以上がこの五中で共に

生活をしています。五中人権宣言にもあるように「一人一人が安

心して生活できる」学校にするには、コミュニケーションをと

り、お互いを理解して、支え合うこと、「心のバリアフリー」を進

めることが大切です。 

これからの皆さんの取り組みに大いに期待をして私の話を終わ

ります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラスト 

ホームページ掲載のため編

集しています。 

イラスト 

ホームページ掲載のため編

集しています。 



人権同和教育の取り組みについて 
本校の人権同和教育の目標は、「一人ひとりが人間として尊重され、差別のない明るい集団

を志向する生徒を育てるための人権教育」です。学校が人権教育で大切にしていることは、

子どもたちの人権感覚（人権が守られていることを感知し、それを望ましいと感じ、反対に

人権が侵害されている状態を感知し、これを許せないとする感覚）を磨き、人権意識（人権

が大事にされていることを肯定し、逆に侵害されていることの問題性を認識して、人権侵害

を解決せずにはいられないとする意識）を高めることにあります。 

学校の人権教育の取り組みは、全教育活動を通じて実施しています。人権同和教育推進の

重点は以下の通りです。 

○生徒一人ひとりの居場所があり、互いに認め合える、開かれた学級づくりをしていく。 

○様々な差別や人権侵害を「他人ごと」ではなく、「自分だったらどう感じるのか」「自分

にできることややるべきことはないか」等、「自分ごと」として考える場面や機会を設け

る。 

○教師自身の人権感覚を磨き、全教育活動を通して、人としての温かさ、大らかさ、謙虚

さを自らの姿勢で生徒に示していく。 

○「いじめられている人の立場になり、その人の気持ちをいじめている人が気づくこと。

そこからどうやったら誰もが安心して生活できる学校にしていくかを考えよう(1999

年)」という気持ちから「五中人権宣言」が作られたことを忘れずに、一人ひとりの人権

意識を育成し、差別を解消していくための力をつけるとともに、自主・自立の精神を養

い、差別を克服し、たくましく生きる力をつけるための指導を心がける。 

 
 

「五中人権宣言」  
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご家庭でも人権についてお子さんと一緒に考えてみてください。 
 

この五中人権宣言ができたのは 1999

年です。当時、校内でからかいなどがあ

りました。ある日、とうとうもみ合いの

けんかとなり、一人の生徒は転んで骨折

をするという大けがをしました。 

このことがあり、当時の生徒会が立ち

上がり、全校にアンケートをとった結

果、五中にはいじめがあると答えた生徒

が２１％、いじめられた経験があると答

えた生徒が１５％いるにもかかわらず、

いじめがあるかどうかわからないと答

えた生徒が４３％もいました。当時の生

徒会は悲しい思いをしている人がいる

のに、意識していない生徒が多いことが

問題であると考えました。そして、生徒

会長が「いじめられている人の立場にな

り、その人の気持ちを、いじめている人

が気づくこと。そこからどうやったら誰

もが安心して生活できる学校にしてい

くか考えよう」と全校集会で訴え、この

五中人権宣言が出来上がりました。 



いじめ防止に向けた取り組み 
いじめは、生徒の心身の健全な成長に重大な影響を及ぼす、人としてけっして許されないもの

です。学校では、「いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を

進めています。集団で生活をするなかで、人間関係による様々な問題が発生することがありま

す。また、最近ではSNSでのトラブルが発生しています。それを、いじめの問題とならないよう

にするため、お互いを認め合い、学び合いができる、あたたかい人間関係を築けるよう「あたた

かい五中」をめざし取り組んでいます。 

五中の「いじめ防止基本方針」は学校ホームページからご覧いただけます。 

 

http://www.school.umic.jp/ueda5/ijimebousi/20250418-174414.php 

  

学校では、未然防止からはじまり早期発見、早期対応をするため、組織的対応に心がけていま

す。学校全体として、毎月「いじめアンケート」を実施するとともに、相談期間を設け、生徒の

気持ちを受け止めるようにしています。ご家庭でもお気づきのことがありましたら、学校にお知

らせください。 

 

最近の学校の様子は、tetoruで配信した「学年だより」や学校ホームページをご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/21 避難訓練         5/8 生徒総会     5/14 移動鑑賞音楽会（神科小にて） 

 

http://www.school.umic.jp/ueda5/ijimebousi/20250418-174414.php

